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例会報告（平成１９年４月２３日）

　こんにちは。お忙しいところご出席賜り有難う

ございます。新緑のさわやかな季節を迎えまし

た。

 此の度、地元横芝光町、山武市の議会議員選挙

が行われました。市町村合併後、初の選挙だけに

厳しい戦いでありました。昨夜半、当選が判明

し、当クラブ森川忠会員が見事初当選を果されま

した。心よりお祝い申し上げますと共に、今後の

ご活躍をご期待いたします。

　横芝ＲＣの歴史をつくられた一人である田子様

がご来訪され、皆様にご挨拶を頂くことになって

おります。足に怪我をされ、長く治療が続きまし

　６分区及び総武ＬＣとの親睦ゴルフ両大会の出

欠の受付中ですが、今からでも間に合いますので

是非参加下さるようお願い致します。

　尚、６分区ゴルフ大会会場大多喜城ＣＣへは、

バスを運行しますのでご利用ください。出席者確

認の上ご連絡致します。

会務報告

会長　内田裕雄

「それでこそロータリー」

会長　内田裕雄

会長　内田裕雄

幹事　花澤英昌

ご来訪者紹介　田子一雄様

会員卓話　　　土屋俊夫会

員

点　　鐘

ソ ン グ

会長挨拶

会務報告

幹事報告

プログラム

①例会変更

　・東金ビューＲＣ

　　　 4/26(木)　移動例会　点鐘12：30

　　　　　　　　 会場：エストーレホテル

　　　 5/ 3(木)　休会

　・東金ＲＣ

　　　 5/ 1(火)  休会

　　　 5/29(火)　移動例会　点鐘12：30

　　　　　　　　 職場見学会　浅井病院

　・茂原東ＲＣ

　　　 5/ 2(水)→ 休会

　

②週報受領

　・旭ＲＣ

幹事報告

会長挨拶

たが、幸に回復され、今日こうしてお出で頂き有

難うございます。又、再入会して頂ければ更に嬉

しく存じます。

　本日、土屋会員により「保険と法律」と題し

て、卓話を頂くことになっております。よろしく

お願い致します。



本日計 　 55,500円

累　計 1,107,000円

森川忠君（町議会議員に初当選）

椎名鐐一郎君（選挙応援した人が当選しました）

野島暉通君（業務多忙）

菅佐原盛治君（早退します）

田子一雄様（入会して33年6ヶ月経ちました。

　　　　　　快気祝）

ニコニコボックス

例会日 会員数 出席

4月23日 35 30

MU ％

1 88.6

出席報告

　私去年８月末に思いもよらぬ事故により、左足

を骨折し直ちに入院、手術を受け、12月中旬退院

し、今リハビリを続行中で御座います。

　会員の皆様方には、大変ご心配やご迷惑をおか

け致しました。お見舞いを頂き申し訳御座いませ

んでした。

　実は入院中の９月に、私は満80歳の誕生日を病

院のベッドの上で迎えたのでありましたが、その

時つくづく考えさせられた事は、この後何年元気

でいられるのか？ということです。もう残された

時間は決して多くはない。先が見えてきてしまっ

たのだから、最早公的、私的団体等に関与して拘

束を受けることから、今や退くときではないかと

考え決意いたしました。

　ロータリークラブは、入会以来33年6ヶ月にな

りますが、その間奉仕の理想を始めとする崇高な

精神を学び、また地域一流の方々とお友達とな

り、同等の立場の下に親しくお付合いが出来て、

誇りを持って過ごした事は、私の人生に大きなプ

ラスとなりました。

　最後にあたり、横芝ロータリークラブの今後

益々の御発展と、会員皆様の御健勝とご隆昌を、

心からお祈りいたします。尚個人的には、今迄同

様のご交誼を賜りますようお願い致します。

　

挨拶　(田子一雄様）
てから支払いをするということが約款にも記載さ

れています。逆に言えば請求がなければ支払いし

なくてよいと解釈できます。特に特約による支払

い部分は契約者には理解しがたく請求忘れになる

ところだと思います。現在この点を各保険会社は

改善するよう努力しているところです。今後の展

開を注意して見ていてください。

  損害保険の中で、自動車保険の賠償保険以外の

一般的な業務遂行に付随する賠償事故を担保する

賠償保険があります。この保険はかなり理解しが

たくなおかつ示談交渉を保険会社はしませんの

で、上記の不払い問題以上に神経を使う必要があ

ります。

　主な法律上の損害賠償責任は①不法行為責任と

②債務不履行責任がありますが、損害保険で扱う

のは①不法行為責任になります。賠償責任保険の

商品構成は普通保険約款に特別約款と特別条項を

加えた構成になります。

　本年の４月１日よりADR法が施行されました。

これは法務大臣による裁判外紛争解決手続きの認

証制度です。トラブルが増加している昨今、この

制度に接する機会が増えてくると思います。

会員卓話

　『 保健と法律 』
　　　　　　　　　　　　　　　土屋俊夫会員

  保険と法律を中心に話してみたいと思います。

  最近保険会社の保険金の不払いが社会問題化し

てますが、根本的な問題点は保険金の請求があっ




